　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県内ライフスタイル関連製品の
中国現地販売支援事業募集要項
中国では1人当たりＧＤＰ（名目）が１万3,000ドルを超えるなど高所得層が増えており、近年、高品質で独自の美しさや実用性を有する日本のライフスタイル関連製品に着目する人が増えています。
　このような中、大連・神奈川経済貿易事務所（以下、「KIP大連事務所」）では、中国経済の中心地であり高所得層が集まる上海市内で県内ライフスタイル関連製品の展示販売を行い、県内中小企業の中国における販路拡大を支援します。
中国向けの販路拡大に関心のある県内中小企業の皆様からのお申し込みをお待ちしています。
１　募集企業数

募集枠５社程度
※　先着順にて申込みを受け付けます。募集期間中に定数に達した場合、キャンセル待ち又は募集を締め切る場合もございますのでご了承ください。

２　募集要領
　中国（上海市内）における実店舗において、展示・販売を行います。
(1)　開催場所
KIP大連事務所と委託事業者により、高い集客力を有する適切な場所を選定します。

(2)　開催期間

３週間程度（概ね2026年10月から同年12月の間）を想定しています。

(3)　出品商品
　　出品者及びKIP大連事務所、委託事業者の協議により決定します。
（１社あたり５品目を上限とします）
※開催場所の仕様や規定等の状況により、商品が出品出来ない場合もございますので、ご了承ください。
(4)  販売形式
原則、委託販売形式として、販売に必要な取り決め事項について、出品企業は委託事業者と契約を締結していただきます。
(5)　参加費
　無料
※　ただし、原則として、日本国内の輸送費用、在庫の返送、現地への渡航費、宿泊費、現地交通費、食費、出品商品以外の輸送費などは自己負担となります。

詳細については別添（選定後の流れ）をご確認ください。
（6）留意事項
　　通関に際し、中国当局の開梱・検査が入る場合があります、その際には商品（パッケージなど）の欠損や汚損が生じる可能性がありますが、その際の交換等に係る費用は、出品企業の負担となります。
３　応募条件
（1）神奈川県内に本社または事業所を有する中小企業※であること。
※　中小企業とは、「中小企業支援法」第２条第１項第１号から第３号までに規定された要件に該当する企業のこと。みなし大企業は対象になりません。
（2）ライフスタイル関連製品（ファッション衣類、趣味・娯楽用品、生活雑貨等。）の製造販売を手掛けていること（外部委託製造も可）。
（3）当募集要項及び別添「選定後の流れ」の記載事項を理解して、事業の流れ及び企業の負担について了承すること。
(4) その他
反社会的勢力など、社会的に非難されるべきものとの関係を有することが認められる企業については選定の決定を取消すことがあります。
４　申込方法
出展申込書（別紙）に必要事項を明記の上、dalian@kipc.or.jpまでメールにてお申込みください。
※　先着順にて申込みを受け付けます。募集期間中に定員に達した場合、キャンセル待ち又は募集を締め切る場合もございますのでご了承ください。

５　申込期日
　　2026年７月22日（水）17時00分まで（日本時間）
問合せ先　
大連・神奈川経済貿易事務所
（公益財団法人神奈川産業振興センター 大連事務所）
担当：大司、叢　
Mail: dalian@kipc.or.jp  TEL:（＋86）411‐8230‐1906
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